
特集インフラの維持管理

1.　はじめに

我が国の社会資本ストックは高度経済成長期に
集中的に整備され，今後急速に老朽化することが
懸念されています。今後 20 年間で，建設後 50 年
以上経過する施設の割合は加速度的に高くなる見
込みであり，このように一斉に老朽化するインフ
ラを戦略的に維持管理・更新することが求められ
ています。
予防保全の考え方によるインフラメンテナンス
の実施を基本として，近年の取り組みの実績や新

たな知見等を踏まえ，国土交通省所管分野におけ
る今後 30 年後までの維持管理・更新費を推計し
たところ，20 年後には現在の約 1.3 倍の維持管
理・更新費が必要となることが見込まれる結果と
なりました（図－ 1）。
こうした中，国土交通省では，地域のインフラ
を適切に維持管理していくための維持修繕工事等
の入札・契約，支払い方式及び積算方法の改善等
について有識者から意見を聴取することを目的
に，昨年 12 月に「発注者責任を果たすための今
後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇
談会」のもとに「維持管理部会」を設置しました。
これまでも，国土交通省では分野（河川，道路等）
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図－ 1　国土交通省所管分野における維持管理・更新費の推計結果（平成 30年度）
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別にインフラ管理者の立場から維持管理のあり方
を検討することはありましたが，分野横断的に発
注者の立場から維持管理に関する集中的な議論を
行うことは，この維持管理部会が初めてです。本
稿では，これまでの維持管理部会における議論を
紹介します。

2.　発注者の立場から見た維持管理
の課題

一口に「維持管理」といっても，日常的に行う
「維持」と中期的なサイクルをもって行う「修繕」
では，業務の内容が全く異なります。また，我が
国でインフラを維持管理していく上で「災害対応」
は避けて通れませんが，これもまた「維持」や「修
繕」とは別物としてとらえる必要があります。維
持管理部会では，これら「維持」，「修繕」，「災害対
応」を議論の対象としつつも，それぞれの特性を踏
まえた対応を検討することとしています（図－ 2）。
⑴　維持における課題
日常的に行う「維持」は，インフラ管理者にと

って最も基礎的な業務であり，途切れさせること
ができません。このため，国土交通省直轄の維持
工事においては，日常的に発生しうる多種多様な
作業が求められるほか，24 時間 365 日体制で突
発的な事象への対応を行う必要があり，維持工事
の従事者の業務負担は決して小さくありません。
こうした業務の特性もあり，応札状況を見ると一
者応札が多く，将来的に維持工事の担い手を確保

していくことが大きな課題です（図－ 3）。もち
ろん，維持工事を行うにあたっては，当該地域へ
の精通度やノウハウが非常に重要な要素なので，
むやみに応札者を増やすということが維持工事の
品質に直結しない可能性があることには留意が必
要です。

⑵　修繕における課題
中期的なメンテナンスサイクルをもって行う

「修繕」もまた，インフラ管理者にとって重要な
業務です。特に，維持管理・更新費の増大が予想
される中で，予防保全の考え方に基づく計画的な

修繕が求められます。一方，修繕
においては，設計段階において十
分な現地調査（近接目視，コンク
リートはつり検査等）ができない
ことや竣工図書がないことも少な
くありません。その結果，工事の
仕様確定が困難であったり，契約
後の設計変更が頻発したりするこ
とが課題です。修繕工事の応札状
況を見ると，不調・不落が多く発
生していますので，各工事の技術図－ 2　維持管理の分類
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図－ 3　一者応札の状況

※対象：  8地方整備局，北海道開発局，内閣府沖縄総合事務局が平成
29年度の発注工事（港湾・空港関係除く）
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的課題に対応した適切な形で調達を行うことが必
要です（図－ 4）。また，工事を行う建設企業と
設計を行う建設コンサルタントの連携も重要です。
⑶　災害対応における課題
災害対応では，特にその初期段階において，被

災地の応急復旧を行う建設企業を迅速に選定する
必要があります。国土交通省では，平成 29 年に
「災害復旧における入札契約方式の適用ガイドラ
イン」を策定しました。また，本年 6月には公共
工事品確法が改正され，発注者の責務として，緊
急度に応じて随意契約や指名競争入札を適用すべ
きことが，法律レベルに位置付けられました。
一方で，二次災害の危険性のある応急復旧にお

ける補償の考え方，複数の発注者からの指示の輻
輳など，より円滑な災害対応が可能となるよう検
討すべき課題もあります。
⑷　共通の課題
このほか，より効率的な維持管理を実施するた

め，調査・測量・設計・施工といった上流段階で
得られるデータの有効活用や，維持管理手法の技
術革新に対するインセンティブ付与の仕組みにつ
いても，検討すべき課題として挙げられます。

3.　具体的な取り組みの方向性

⑴　維持における積算方式の改善
維持工事に従事する建設企業が適正な利潤を確
保することができるよう，国土交通省としては，
これまでも累次の改善を行ってきました。
今年度からは，週休 2日交替制モデル工事を試
行し，24 時間 365 日の対応が必要な維持工事に
おいても，従事者が交替をすることで，休暇の取
得を促進することとしています（週休 2日交替制
モデル工事の詳細は 7 月号を参照）。これによ
り，維持工事の従事者の業務負担を軽減するとと
もに，限られた人にしか蓄積されなかった維持工
事のノウハウが，より多くの人に共有・伝承され
ることを期待しています。
また，道路除雪については，近年の雪の降り方
を踏まえた作業実態について調査を行うととも
に，降雪量による収入変動のリスクをヘッジする
保険の活用について検討を行っていきます。
⑵　維持工事における入札契約
維持工事における発注方法の工夫として，近年
は，複数年度化や包括化に加え，確認公募型随意
契約が一部で行われています。受注者側において
も，地域維持型 JVや事業協同組合方式を活用し
ている事例も見受けられ，地域の実情や課題に応
じて，さまざまな方式が採用されています。
また，地元状況や地理的特徴を熟知した維持工
事の従事者には，平常時のみならず，災害時にお
ける活躍が期待されます。このため，維持工事に
おける対応策（入札契約方式の一つの選択肢）と
して，①「維持工事」における「災害協定締結者」
や「一般土木工事受注者」の（一層の）加点や，
②「維持工事」と「災害協定」の一体化（災害協
定締結者を競争参加要件化）といった案につい
て，地域の実情を踏まえながら検討を進めていき
ます。
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図－ 4　不調・不落の状況

※対象：  8地方整備局，北海道開発局，内閣府沖縄総合事務局が平成
29年度の発注工事（港湾・空港関係除く）

建設マネジメント技術　　2019 年 8 月号 15

建マネ1908_05_特集_2_再.indd   15 19/08/02   16:47



特集 インフラの維持管理

⑶　橋梁修繕工事の品質確保
橋梁修繕工事においては，修繕内容に応じて適
切な者に工事を請け負っていただくことが品質確
保の観点からも大変重要です。このため，例えば
四国地方整備局においては，「橋梁補修工事発注
に際しての留意事項」をとりまとめ，修繕内容ご
とに難易度を明確化することで，当該工事を地元
建設会社が実施することが可能か，あるいは，橋
梁専門会社が対応するべきかを分類しています。
また，工事の仕様確定が困難な場合において施
工段階での手戻りを防止するため，建設企業が設
計段階から関与する仕組みも有効と考えられま
す。このため，国土交通省では，橋梁修繕工事に
おいても技術提案・交渉方式（ECI 方式）を導入
しているところであり，今後ともその効果を整理
するとともに，適用拡大に向けた検討を進めてい
くこととしています。
⑷　長期保証制度の運用改善
国土交通省における新設舗装工事等において
は，「わだち掘れ量」及び「ひび割れ率」の指標
値を設定し，一定期間経過後の測定値により，保
証基準を達成できなかった場合は機能回復措置等
の義務を付した契約を行っています。長期保証制

度の導入により，舗装の性能が向上し，品質の均
一化に効果が見られます（図－ 5，6）。
この制度をさらに普及していくためにも，一定
期間後の保証基準について，施工者の責によらな
い免責事項を明確にするとともに，保証基準を満
足した場合の施工者側のインセンティブについて
検討が必要です。例えば，施工中における品質管
理に，ISO9001 の活用を導入した場合の中間技術
検査等の免除や，保証基準を満足した施工者に対
する認定書又は表彰制度の創設など，総合評価時
におけるインセンティブについて内容を具体化し
ていきます。

4.　おわりに

これからの時代，維持管理の仕事の重要性が小
さくなることはありません。そうした中で，本稿
で紹介した取り組みにとどまらず，全く新しい仕
組みを検討することが，維持管理部会の重要な役
割であると認識しています。引き続き，維持管理に
かかわる関係各位の叡智をいただきながら，維持
管理時代の発注者のあり方を模索してまいります。

図－ 5　  新設から 5年後のわだち掘れ量の制度導入
前後の比較

図－ 6　  新設から 5年後のひび割れ率の制度導入前
後の比較
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